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川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

【　議題　】

「アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正について」

【　提案理由　】

　アステ市民プラザに指定管理者制度の導入を含めて、より効果的かつ効率的な管理
運営を図るため本案を提出する。

【　概要　】

　国が進める基幹システムの標準化・共通化により、アステ市民プラザの証明書交付機
能が停止することに伴い、令和７年12月28日をもって証明書交付業務が終了となっ
た。そのことから、アステ市民プラザの管理について職員の配置等あり方を、指定管理
者制度も含めて検討できるように、川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する
条例に項目を追加する改正の必要がある。

川西市条例第　　　　号

川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

　川西市アステ市民プラザの設置及び管理に関する条例（平成２５年川西市条例第２２
号）の一部を次のように改正する。
第１６条を第１９条とし、第１５条の次に次の３条を加える。

　（管理）
第１６条　市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に
より、アステ市民プラザの管理を指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下
に同じ。）に行わせることができる。
２　前項の規定により、アステ市民プラザの管理を指定管理者に行わせる場合における
当該指定管理者の指定の手続その他当該アステ市民プラザの指定管理者による管理
に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、川西市公の施設に係る指定管理
者の指定の手続等に関する条例（平成１７年川西市条例第７号）の規定によるものとす
る。

　（指定管理者が行う業務の範囲）
第１７条　指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 
(1)　第4条に規定する事業に関すること。
(2)　第５条に規定する使用の許可に関すること。
(3)　第６条に規定する使用の制限に関すること。
(4)　第７条に規定する使用料の徴収及び減免に関すること。
(5)　第８条に規定する使用料の還付に関すること。
(6)　第１０条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(7)　第１１条に規定する特別の設備等の承認に関すること。
(8)　第１４条に規定する入館の制限に関すること。
(9)　第１５条に規定する立入調査に関すること。
(10)　アステ市民プラザ及びその付属設備の維持管理に関すること。
(11)　前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務に関すること。

　（指定管理者が行う管理の基準）
第１８条　指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、アステ市
民プラザの管理を行わなければならない。

付　則
この条例は、令和８年４月１日から施行する。


